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市からの連絡帳

 　　時 日時　　場 場所　　￥ 料金　　内 内容　　定 定員　申申し込み　　問 お問い合わせ先　　締 締切　　対 対象　胃ファックス　　HP ホームページ　糸メール　　保 保谷庁舎　　田 田無庁舎凡例
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■１０月の車座集会（タウン
ミーティング）のご案内
　市民の皆さんのご提案やご意
見を、市長が直接お聞きする車
座集会を開催しています。
　当日直接会場へお越しくださ
い。なお、車での来場はご遠慮
ください。

◆秘書広報課 　田 （緯４６０－９８０３）

ところとき

保谷公民館
第２会議室

１０月２０日松
午後２時から
最大２時間

 税 

■市税・国保料の土曜日納付窓
口の終了
　市では、これまで毎月最終土曜日に
市税と国民健康保険料の納付窓口を
試行的に実施してきましたが、窓口の
利用状況が極めて低いことからこの納
付窓口を８月で終了させていただきま
す。
　市民の皆さんの納付環境につきま
しては、新たな視点で改善に努めて
いきますので、ご理解とご協力をお
願いします。
　なお、住民票交付等市民課の土曜
日窓口は、変更ありません。
◆ 企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

 年　金 

■年金記録確認地方第三者委
員会への申し立て
　年金記録の訂正に関し、公正な判断
を示すため、年金記録確認東京地方
第三者委員会が設置されています。
　まずは、社会保険事務所でご自身
の年金記録を確認してください。そ
の結果、社会保険事務所からの回答
に異議のある場合には、年金記録確
認東京地方第三者委員会に審査の申
し立てをしてください。この申し立
ては最寄りの社会保険事務所で受け
付けています。
　問 武蔵野社会保険事務所　
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 福　祉 

■東京都福祉サービス第三者
評価を受審してください
　市では、これから福祉サービスを利用
される方やすでに利用している方が、自
分にあったサービスを選択する目安とな
る情報提供と、サービス提供事業者の
サービス向上への取り組みを支援するた
め、福祉サービス第三者評価の普及・
啓発を進めています。
～福祉サービス第三者評価とは～
　事業者でも利用者でもない第三者
の評価機関が、客観的に福祉サービ
スの内容や質等を評価し、その結果
を公表します。
～市の施設も積極的に第三者評価を
受けています～
　平成１８年度は、市内の公立施設１０
か所、民間施設２８か所が第三者評価
を受けました。その結果は、以下の
　HP で閲覧できます。

「とうきょう福祉ナビゲーション」
　HP  http://www.fukunavi.or.jp
　市では、市報や　HP で第三者評価を
普及・啓発するとともに、介護保険
連絡協議会等を通じ、事業者に第三
者評価受審を促進しています。
～受審済みステッカーは評価を受けた
目印～
　東京都福祉サービス評価推進機構
では、第三者によるサービス評価を受
けた事業者に対し、受審済みステッカ
ーを交付しています。ステッカーは
事業所の入口等に掲示しています。

～補助金を交付します～
　市では、第三者評価を積極的に受
ける事業者（市内に事業所があり、
東京都が定める福祉サービスを提供
する事業者）に対し、補助金を交付
しています。補助金を利用し、第三
者評価を実施する場合は、市の認定
が必要です。事前に生活福祉課へ連
絡してください。
◆生活福祉課
　保 （札４６４－１３１１　内線２３１１）

 子育て 

■保護者助成金
　４月～９月に認可外保育施設にお
子さんを預けている保護者の方に助
成金を支給します。
　対 次の全てに該当するお子さんの保
護者（市内在住者に限る）
①東京都認証保育所の認定を受け、
東京都から補助金を受けている市内
外の認証保育所や、区市町村と委託
契約を結び東京都から補助金を受け
ている市内外の認可外保育室や家庭
福祉員に入所　②保育料を完納　③

月極め契約で毎月１５日以上保育
□助成金額　月額５,７００円
　　　　　　（子ども１人につき）
　申 ９月２０日昭～２８日晶の期間に、保
育課・市内各認証保育所・認可外保
育室等にある申請書に、認証保育
所・認可外保育室等の証明を受け、
必要事項を記入し、保育課へ提出。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

■義務教育就学児医療助成制度
～医療証交付申請書の提出はお済み
ですか～
　１０月から始まる小・中学生対象の
医療費助成を受けるには申請が必要
です（所得制限あり）。対象者には、碓子 
医療証を９月下旬に送付します。申
請書の提出は９月中にお願いします。
◆ 子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■地域子育て支援センターから
興センター『けやき』
「くれよんルームあそびのキャラバン」　
おもちゃや絵本を持ち、毎月１回芝
久保地区会館・上向台地区会館・田
無公民館へ出張しています。
　問 けやき保育園（札４６４－３８２２）
興センター『なかまち』
「よちよちの日」
　９月から新設しました。気軽にお
出かけください（予約不要）。
時第１・３金曜日
　午前９時３０分～午後０時３０分
対１歳～１歳半ごろのお子さんと保護者
　問 なかまち保育園（札４２２－４８８２）
興センター『ひがし』
「誕生会」
時９月２０日昭　午前９時３０分～１０時
　１０月２４日昌　午前９時３０分～１０時
「お庭で遊ぼう」
時１０月３０日昇　午前１１時～１１時３０分
　問 ひがし保育園（札４２１－９９１３）　
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

■全国一斉「子どもの人権１１０
番」強化週間
　法務省の人権擁護機関では、虐待

やいじめ等、子どもが被害者となる
事件や問題を解決するために、「子
どもの人権１１０番」を設置し、子ども
たちの抱える悩み等を把握し、問題
解決のために援助を行っています。
　一層の問題解決に向けて、全国一
斉強化週間を実施します。
「子どもの人権１１０番」
（札０１２０－００７－１１０※全国共通）
時９月１７日抄～２３日掌
　午前８時３０分～午後７時
※土、日曜日は午前１０時～午後５時
□電話相談担当者　子どもの人権専
門委員、法務局職員
※強化週間以外も常設相談所として
「子どもの人権１１０番」（同番号）を設置
（平日午前８時３０分～午後５時１５分）
□主催　東京都人権擁護委員連合
会、東京都子どもの人権専門委員
会、東京法務局
　問 東京都子どもの人権専門委員会
（東京法務局人権擁護部内）
（札０３－５６８９－０５３５）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

 学校・教育 

■小学校就学時健康診断
　平成２０年４月に小学校へ入学され
るお子さんの健康診断を各小学校で
行います。※次頁日程表参考
　通知書は、入学予定者の保護者へ
１０月１日に発送予定です。
対平成１３年４月２日～平成１４年４月
１日までに生まれた方
□持ち物
①就学時健康診断通知書（必要事項
を記入）
②筆記用具（ボールペン等）
③上ばき（スリッパ等）、はき物をい

■「後期高齢者医療制度」準備状況
～東京都後期高齢者医療広域連合が運営～
　平成２０年４月から始まる後期高齢者医療制度は、７５
歳以上の方と６５歳以上７５歳未満の一定の障害認定を受
けている方を被保険者とする医療制度です。
　従来は老人保健制度として、区市町村単位で運営して
きましたが、今後は都道府県単位で運営を行うため、保
険料率や給付等は、原則として都内で均一になります。
　また、制度の運営は、都内６２の全区市町村が加入し、
この３月に新たに設立した「東京都後期高齢者医療広
域連合」が行います。区市町村は広域連合と連携し、
被保険者の皆さんの身近な自治体として、窓口業務や
保険料徴収業務等を行います。
～均一の保険料率に対する軽減措置、減額～
　これまでの保険料率は、ご加入の保険ごとに異なっ
ていましたが、後期高齢者医療制度の保険料率は都内
で均一となります。被保険者の皆さんの保険料は、こ
の保険料率に基づき決定します。保険料は、被保険者
全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて
負担する「所得割額」の合計になります。これに対し、
制度上は次のような軽減措置があります。
～保険料の軽減措置～
　個人単位で保険料額が減額される措置があります。
①世帯の総所得金額等が低い場合、その額に応じて、
保険料の均等割額が７割、５割、２割のいずれかの率
で減額されます。

②被用者保険（社保）にご加入の方のうち被扶養者の
方が後期高齢者医療制度に移行した場合は、移行後２
年間は、保険料の均等割額が５割減額され、所得割は
課されません。
　軽減措置の具体的な内容等については、11月予定の
広域連合議会の議決を経て「保険料率等を定める条例
等」で決定されます。
～ご家族の方が７５歳以上の場合～
　現在、７５歳以上の方や６５歳以上７５歳未満の一定の障
害認定を受けている方、また今後、７５歳の誕生日を迎える
方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。それに
より、ご家族の中で保険が異なる場合があります。
　たとえば、夫婦２人のうち１人が７５歳以上の方で、
もう１人が７５歳未満の場合は、それぞれが違う保険に
なります。その場合、扶養者が被用者保険（社保）か
ら後期高齢者医療制度へ移行するときは、被扶養者の
方が国民健康保険に変わる場合があります。逆に、扶
養者が７５歳未満の場合で、社保にご加入の場合は、被
扶養者の方だけが後期高齢者医療制度に移ります。
　後期高齢者医療制度へのご加入にあたり、現在の保
険から脱退することになりますので、後期高齢者医療
制度の保険料のみをお支払いただくことになります。
　広域連合では、後期高齢者医療制度の準備状況や制
度の概要について、７月１日から　HP 「東京いきいきネ
ット」で情報提供を行っています。
　HP  http://www.tokyo-ikiiki.net
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３)


